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2025 年６月 25日 

 

各位 

 

株式会社フジテレビジョン 

               

2023年12月に策定した「フジテレビ コンプライアンス ガイドライン」について、再生改革

に向けた取り組みの中心である人権・コンプライアンスの強化の一環として、一部改訂を行い

ましたので、以下の通りお知らせいたします。 

 
 

「フジテレビ コンプライアンス ガイドライン」改訂版 

 
「フジテレビ コンプライアンス ガイドライン」は、株式会社フジテレビジョン（以下「フ

ジテレビ」といいます）のすべての役員及び従業員が遵守すべき内部規範を定めるものです。

私たちは、当社の企業理念および番組基準などに掲げられた社会的責任、社会貢献、明るい職

場の実現のために本ガイドラインを遵守することを宣言します。 

 

＜基本理念＞ 

（１） 私たちは、メディアの持つ社会的な影響力の大きさを自覚し、社会や視聴者の信頼を

広く得られるように、社会情勢の変化にも適時に対応してその責任を果たしていきま

す。 

 

（２） 私たちは、適確で信頼できる情報の発信と健全で良識ある番組・コンテンツの提供を

行い、誰もが安全で心身ともに豊かな生活を送ることができる社会の実現に努めます。 

 

（３） 私たちは、すべての人の人権を尊重し、法令を遵守し、高い倫理観の下、本ガイドラ

インに基づいた事業活動を行うことで、公平で平和な自由社会を守り、人それぞれの

価値観を大切にする、人にやさしい企業であることに努めます。 

 

＜行動指針＞ 

１．社会的責任 

（１） 私たちは、社会の公器としての自覚及び放送人としての使命を胸に、国民の知る権利

に応え、言論・表現の自由を守り、公平公正で信頼できる情報を発信し、社会に求め

られる責任を果たします。 

（２） 私たちは、事業活動を通じて、誰一人取り残されない包摂的な社会の実現を目指し、ジェ

ンダー平等の実現や、その他のダイバーシティに関する施策についても積極的に進め

ていきます。 

（３） 私たちは、持続可能な社会の実現のために、事業活動による環境への負荷を低減する

よう自ら積極的に取り組むとともに、地球環境保全のための啓発活動を支援します。 

（４） 私たちは、事業活動を通じて、文化、スポーツ、教育の発展を図るとともに、その他

の社会貢献活動にも積極的に取り組み、健全な社会の実現に努めます。 
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２．人権の尊重 

（１） 私たちは、放送する番組及び事業活動を通じて、多様な価値観を重んじ、人権を尊重

します。これにより、ステークホルダーから信頼されるとともに、安全で自由闊達

な職場環境を大切にし、ひとりひとりが生き生きと働けることで個人やチームが最

大限のパフォーマンスを上げられる企業であることを目指します。 

（２） 私たちは、フジ・メディア・ホールディングス グループ人権方針に沿って人権尊重

を行い、当該方針に記載のとおり、人権には、差別及びハラスメントの禁止、適正

な労働環境の確保、提供するコンテンツやサービスに関する人権、出演者や取材対

象者の権利が含まれることを認識します。 

（３） 私たちは、人権侵害行為を許さず、フジテレビの事業活動により影響を受けるすべて

のステークホルダー（従業員及び取引先をはじめとする関係者、取材対象者等を含

む。以下同じ。）の人権が侵害されることがないよう、最善を尽くします。また、

人権デューディリジェンスの実施にあたっては、特に脆弱な立場に置かれている方

の人権尊重のために必要な対応をとっていきます。 

（４） 私たちは、ハラスメントを決して容認せず、社内外いずれの立場の者から、いずれの

立場の者に対して行われた場合でも、フジテレビの業務に関連したハラスメントが

発覚した際には厳正に対処します。 

（５） 私たちは、従業員やその他のステークホルダーから、人権侵害に関する情報提供や相

談を受けた場合には、真摯に耳を傾け、適切に調査し、必要な対策を速やかに講じ、

必要な是正・救済を行います。これには、従業員が取引先からハラスメントを受けた

場合の取引先に対する働きかけを含みます。 

（６） 私たちは、自らの事業活動において、何らかの人権侵害行為が行われた可能性のある

ことが判明した場合には、速やかに誠実に対応し、必要な検証と対策を行い、必要な是正・

救済を行います。 

 

３．法令等の遵守 

（１） 私たちは、放送の公共的使命と社会的責任を認識し、放送法を含むすべての法令並び

に社会規範を遵守して事業活動を行います。 

（２） 私たちは、フジテレビの番組基準など番組制作に関する社内規則や、その他の社内規

則を遵守して事業活動を行います。 

（３） 私たちは、職務上知り得た第三者の秘密情報について法令を遵守して適切に取り扱い、

不当に他者に漏洩することなく、業務上必要な目的のためにのみ使用します。また、

退職後も業務上知り得た機密情報については漏洩しません。 

（４） 私たちは、個人情報を適正に管理し、個人情報保護法を遵守した取り扱いをします。 

（５） 私たちは、職務に関して知り得た、企業の未公表の内部情報を適切に取り扱い、イン

サイダー取引を行いません。 

（６） 私たちは、会社の知的財産権を適切に保全すると同時に、第三者の知的財産権を侵害

することのないよう慎重に取り組みます。 

（７） 私たちは、会社の職務、地位及び財産を私的な利益のために利用しません。 
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４．ステークホルダーとの健全な関係 

（１） 私たちは、すべてのステークホルダーと適切な意思疎通を図りながら健全な関係を構

築します。 

（２） 私たちは、独占禁止法、下請法などの法令並びに取引先との契約を遵守し、公正、透

明、自由な取引を行います。 

（３） 私たちは、取引先との間で、社会通念上不適切な接待、贈答、その他経済的利益の授

受を行わず、常に社会規範に即した行動に努めます。 

（４） 私たちは、公務員またはこれに準ずる立場の人たちに対して不正な接待や贈答、利益

供与を行いません。 

（５） 私たちは、反社会的な団体及び個人に対していかなる名目での利益供与も行いませ

ん。 

 

５．通報制度の整備 

（１） 私たちは、本ガイドライン違反行為を対象とする従業員からの通報について、通常の

指揮命令系統とは別に設置した窓口において、誠実に対応し、コンプライアンス体制

の向上に努めます。 

（２） 私たちは、本ガイドライン違反行為を対象とする社外のステークホルダーからの情報

提供があった場合にも、誠実に対応します。 

（３） 私たちは、通報者に対して通報をしたことを理由とする不利益な取扱いを一切行いま

せん。 

 

 

以上 


